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沖縄防災連絡会の枠組みを活用した防災・災害対応上の広報・調整について

◆ 災害前における地域への呼びかけや被災施設の早期復旧に向けた全国の取組状況

◆ 沖縄においても、既存の沖縄防災連絡会の枠組みを活用して、同様な取組を実施
(具体的な内容)
○大規模災害が想定される場合の臨時会の開催
・台風を要因とする暴風特別警報が発表される可能性がある場合、臨時会を開催
・臨時会では、各機関における事前対策や想定される被害等について検討・共有
・特別警報が発表される場合には沖縄気象台と合同記者会見※１を開催し、県民への警戒を呼びかける

○災害時の調整会議の開催※２

・必要に応じて、台風来襲前に関係機関（ライフライン関係者等）との連絡体制を構築
・被災状況に応じて、被災施設の早期復旧に向けた関係機関による調整会議を開催

※１沖縄気象台で開催している「台風第○号に関する記者会見」を活用
※２暴風特別警報の発表を問わない
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